
平成24年3月26日改正

土木一式工事の重複限度額

ＡＡ） 評点が１，３５０点以上の 　　　　　　　 業者 　　　　―

　Ａ） 評点が１，３４９点以下１，０５０点以上の業者 　４０，０００万円未満

　Ｂ） 評点が１，０４９点以下　　７５０点以上の業者 　２０，０００万円未満

　Ｃ） 評点が　　７４９点以下　　５５０点以上の業者 　　６，０００万円未満

　Ｄ） 評点が　　５４９点以下　　　　　　　  の業者 　　１，０００万円未満

建築一式工事の重複限度額

ＡＡ） 評点が１，５５０点以上                の業者 　　　　―

　Ａ） 評点が１，５４９点以下１，２５０点以上の業者 １５０，０００万円未満

　Ｂ） 評点が１，２４９点以下１，０５０点以上の業者 　８０，０００万円未満

　Ｃ） 評点が１，０４９点以下　　７５０点以上の業者 　３０，０００万円未満

　Ｄ） 評点が　　７４９点以下　　　　　 　　 の業者 　　７，０００万円未満

電気工事の重複限度額

　Ａ） 評点が１，３５０点以上                の業者 　　　　―

　Ｂ） 評点が１，３４９点以下１，０５０点以上の業者 　１５，０００万円未満

　Ｃ） 評点が１，０４９点以下　　７５０点以上の業者 　　７，０００万円未満

　Ｄ） 評点が　　７４９点以下　　　　 　　　 の業者 　　３，０００万円未満

管工事の重複限度額

　Ａ） 評点が１，３５０点以上                の業者 　　　　―

　Ｂ） 評点が１，３４９点以下１，０５０点以上の業者 　１５，０００万円未満

　Ｃ） 評点が１，０４９点以下　　７５０点以上の業者 　　７，０００万円未満

　Ｄ） 評点が　　７４９点以下　　　　 　　　 の業者 　　３，０００万円未満

ほ装工事の重複限度額

　ほ装工事に登録している業者 　　１，０００万円未満

（注１）新規業者の初年度の取扱いとして随契の範囲１３０万円未満の契約とする。

　　　　又、次年度は業者のランクに係らず業種の最低ランクでの参加指名とする。

　　　　

（注２）指名競争入札については、業者選定時において上記の表を適用する。
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